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令和４年度第２回財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

公の施設 指定管理者 所管部課 

武蔵村山市民会館 
株式会社ケイミックス

パブリックビジネス 

教育部 

文化振興課 

 

３ 監査の範囲 

  令和３年度の公の施設の指定管理に係る事務の執行 

 

４ 監査の期間 

  令和４年９月２日（金）から令和４年１２月１日（木）まで 

 

５ 監査の方法 

公の施設の管理が、施設の設置目的、指定管理者制度の趣旨に沿って適切に行

われているかを主眼として、監査に必要と認められる資料を提出させるとともに、

関係職員から説明を聴取し、事務処理状況を監査基準に準拠して確認した。 

 

 ６ 監査の着眼点 

 ⑴ 所管部課 

  ア 指定管理者制度を導入した目的、趣旨は生かされているか。 

  イ 協定書の締結は適正に行われているか。 

  ウ 指定管理者に対する指揮監督は適切に行われているか。 

  エ 業務の履行確認は業務確認書によりなされているか。 

 ⑵ 指定管理者 

  ア 施設の運営管理は適切に行われているか。 

  イ 事業の執行は協定書及び仕様書のとおり実施されているか。 

  ウ 会計処理は適切に行われているか。 

  エ 出納関係の諸帳簿の整備は適切に行われているか。 

  オ 利用促進のための努力はなされているか。 
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７ 監査を実施した監査委員 

  乃 一 祐 太 

  宮 﨑 正 巳 

 

第２ 監査の結果 

 

１ 監査の結果  

   公の施設の管理、業務の履行及び会計経理に関する事務については、おおむね

適正に執行されているものと認められた。 

   以下、説明事項調書に基づき実施した、審査項目ごとの内容を述べる。   

 

⑴ 教育部文化振興課 

 ア 概要について 

   武蔵村山市民会館の設置目的、役割等について、関係職員から説明を聴取

した。 

 

 イ 選定等について 

   指定管理者の選定経過、指定管理者との協定内容、指定管理料の算定等に

ついて、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に執行されてい

る。 

 

 ウ 業務実績等について 

指定管理業務総括評価結果について、関係職員から説明を聴取したところ、

おおむね適切に管理、指導されている。 

 

 エ その他について 

     要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したと

ころ、おおむね適切に対応している。 

 

⑵ 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

 ア 概要について      

施設概要等について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切

に管理されている。 

 

 イ 事業について 

事業内容、管理運営状況について、関係職員から説明を聴取したところ、

おおむね適正に執行されている。 
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 ウ 決算状況について 

令和３年度決算状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おお

むね適正に処理されている。 

 

エ 利用促進について 

利用促進の取組について、関係職員から説明を聴取したところ、利用促進

に向け、様々な取組をしている。 

 

オ 業務実績について 

事業報告書について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正

に執行されている。 

 

 カ 物品管理について 

抽出により備品の管理状況を確認したところ、おおむね適切に管理されて

いる。 

 

キ その他について 

要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したと

ころ、おおむね適切に対応している。 

 

 

２ 要望等 

 

⑴ 教育部文化振興課 

今後も、指定管理者制度を導入した目的、趣旨に沿った管理、指導を適切に

行っていただきたい。 

 

⑵ 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

今後も、優れた芸術・文化に触れる機会を提供するとともに、市民の多様な

文化活動の支援を行う施設として、事業の推進に努めていただきたい。 
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令和４年度第２回財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

公の施設 指定管理者 所管部課 

武蔵村山市総合体育館外８施設 
フクシ・オーエンス共

同事業体 

教育部 

スポーツ振興課 

 

３ 監査の範囲 

  令和３年度の公の施設の指定管理に係る事務の執行 

 

４ 監査の期間 

  令和４年９月２日（金）から令和４年１２月１日（木）まで 

 

５ 監査の方法 

公の施設の管理が、施設の設置目的、指定管理者制度の趣旨に沿って適切に行

われているかを主眼として、監査に必要と認められる資料を提出させるとともに、

関係職員から説明を聴取し、事務処理状況を監査基準に準拠して確認した。 

 

 ６ 監査の着眼点 

 ⑴ 所管部課 

  ア 指定管理者制度を導入した目的、趣旨は生かされているか。 

  イ 協定書の締結は適正に行われているか。 

  ウ 指定管理者に対する指揮監督は適切に行われているか。 

  エ 業務の履行確認は業務確認書によりなされているか。 

 ⑵ 指定管理者 

  ア 施設の運営管理は適切に行われているか。 

  イ 事業の執行は協定書及び仕様書のとおり実施されているか。 

  ウ 会計処理は適切に行われているか。 

  エ 出納関係の諸帳簿の整備は適切に行われているか。 

  オ 利用促進のための努力はなされているか。 
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７ 監査を実施した監査委員 

  乃 一 祐 太 

  宮 﨑 正 巳 

 

第２ 監査の結果 

 

１ 監査の結果  

   公の施設の管理、業務の履行及び会計経理に関する事務については、おおむね

適正に執行されているものと認められた。 

   以下、説明事項調書に基づき実施した、審査項目ごとの内容を述べる。   

 

⑴ 教育部スポーツ振興課 

 ア 概要について 

   武蔵村山市総合体育館及び体育施設の設置目的、役割等について、関係職

員から説明を聴取した。 

 

 イ 選定等について 

   指定管理者の選定経過、指定管理者との協定内容、指定管理料の算定等に

ついて、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に執行されてい

る。 

 

 ウ 業務実績等について 

指定管理業務総括評価結果について、関係職員から説明を聴取したところ、

おおむね適切に管理、指導されている。 

 

 エ その他について 

     要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したと

ころ、おおむね適切に対応している。 

 

⑵ フクシ・オーエンス共同事業体 

 ア 概要について      

施設概要等について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切

に管理されている。 

 

 イ 事業について 

事業内容、管理運営状況について、関係職員から説明を聴取したところ、

おおむね適正に執行されている。 
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 ウ 決算状況について 

令和３年度決算状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おお

むね適正に処理されている。 

 

エ 利用促進について 

利用促進の取組について、関係職員から説明を聴取したところ、利用促進

に向け、様々な取組をしている。 

 

オ 業務実績について 

事業報告書について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正

に執行されている。 

 

 カ 物品管理について 

抽出により備品の管理状況を確認したところ、おおむね適切に管理されて

いる。 

 

キ その他について 

要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したと

ころ、おおむね適切に対応している。 

 

 

２ 要望等 

 

⑴ 教育部スポーツ振興課 

今後も、指定管理者制度を導入した目的、趣旨に沿った管理、指導を適切に

行っていただきたい。 

 

⑵ フクシ・オーエンス共同事業体 

今後も、市民がスポーツを共に楽しみ、市民相互の連帯意識を高め、市民自

ら健康づくりを行うことにより、生涯を通じて、健康で明るく心豊かな生活を

送ることができる施設として、事業の推進に努めていただきたい。 

 


